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研究要旨 

【背景と目的】近年わが国では脱法ドラッグ乱用が深刻な社会問題となっている。本研究の目的は、脱法ドラッグ

関連障害（designers drugs-related disorder; DDRD）患者の臨床的特徴を、覚せい剤関連障害

（methamphetamine-related disorder; MARD）患者および睡眠薬・抗不安薬関連障害（hypnotics/anxiolytics-
related disorder; HARD）患者との比較を通じて明らかにすることである。 
【方法】2012年「全国精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」のデータベースから、DDRD患者

126例、MARD患者138例、HARD患者87例の情報を抽出し、DDRD患者の臨床的変数を、MARD患者と

HARD患者と比較した。 
【結果】多変量解析の結果、MARD群とDDRD群との弁別に有意に影響する独立変数は、年齢（P<0.001: 1.17
［1.11-1.22］）、性別（P<0.001: 0.08［0.03-0.23］）、学歴（P=0.001: 3.66［1.71-7.85］）、暴力団との関係

（P<0.001: 10.22［3.88-26.95］）、F1x.1有害な使用（P=0.004: 0.11［0.02-0.48］）、F1x.5精神病性障害

（P=0.044: 0.44［0.20-0.98］）であった。一方、HARD群とDDRD群との弁別に有意に影響する独立変数は、

年齢（P<0.001: 1.15［1.08-1.22］）、性別（P<0.001: 0.05［0.02-0.17］）、薬物使用の理由／誘われて・断り切

れずに（P=0.044: 0.04［0.00-0.92］）、薬物使用の理由／刺激を求めて（P=0.001: 0.07［0.02-0.37］）、薬物使

用の理由／不安の軽減（P=0.013: 3.86［1.32-11.28］）、薬物使用の理由／不眠の軽減（P=0.013: 11.20［2.53-
49.58］）、F1x.5精神病性障害（P=0.001: 0.05［0.01-0.27］）であった。 
【結論】 DDRD患者はMARD患者およびHARD患者に比べて若年かつ男性に多く、生活背景については

HARD患者との共通していた一方で、薬物使用の理由はむしろMARD患者との共通していた。また、DDRD患

者は、MARD患者よりも ICD-10 F1診断における精神病性障害と有害な使用に該当する者が多く、脱法ドラッグ

の強力な精神病惹起危険性および有害性が推測された。 
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Ａ．研究目的 
 
近年わが国では、覚せい剤や合成麻薬のような既

存の違法薬物の化学構造式を一部変更することで法

令による規制を回避した、「脱法ドラッグ」が社会

問題となっている。そのなかでも特に有名なのは、

「脱法ハーブ」と通称される、乾燥された植物片に

上述の脱法ドラッグを混ぜ込んだ製品である。脱法

ドラッグには、この「ハーブ系」の製品の他に、粉

末ないしは液体状の形態をとる「パウダー／リキッ

ド系」と呼ばれる製品が存在し、市中やインターネ

ット上で販売されている。 
「ハーブ系」や「パウダー／リキッド系」の脱法

ドラッグは、米国では2010年頃より深刻な社会問

題となっていた。たとえば米国大学生の14.3%に

「ハーブ系」薬物の使用経験があるという状況にあ

り（Stogner & Miller, 2013）、テキサス州中毒セン

ターでは有害事象の報告件数が2010年以降激増し

（Forrester et al, 2012）、攻撃的行動やパラノイア

（McGuinness & Newel, 2012）からけいれんや心

停止まで、広範な健康被害が確認されている

（Hoyte et al, 2012）。また、「Bath salt」と通称

される「パウダー系」薬物については、統合失調症

様症状や緊張病性興奮を呈した症例の報告も相次ぎ

（Striebel & Pierre, 2011; Kasick et al, 2012; 
Thornton et al, 2012）、「cocaineや
methamphetamineよりも危険」とまで指摘されて

いる（Slomski, 2012）。 
驚くべきことに、わが国における脱法ドラッグの

乱用拡大は米国とさほどタイムラグなしに発生して

いる。日本中毒情報センターの報告（黒木と飯田, 
2011）によれば、脱法ドラッグに関連した有害事象

の報告は2010年より激増しているという。特に

2011年以降、脱法ドラッグの影響下による危険運転

や自動車事故、暴力、自殺行動の報道がマスメディ

アを賑わすようになっており、救命救急センターか

らも、脱法ドラッグによる急性中毒に起因する幻覚

・妄想状態、意識障害やけいれん、心停止の報告が

相次いでいる（和田ら, 2013）。こうした事態は精

神科医療の現場にも反映されている。我々が隔年で

実施している、「全国の精神科医療施設における薬

物関連精神疾患の実態に関する調査（以下、病院調

査）」（松本ら, 2013）では、2012年調査における

新設カテゴリーの「脱法ドラッグ」が、前回の2010
年調査で第2位であった「睡眠薬・抗不安薬」を抜

いて、「覚せい剤」に次ぐ第2位の乱用薬物となっ

ている。 
ところで、わが国では、広義の脱法ドラッグ問題

は最近になって初めて発生したものではない。わが

国ではすでに1990年代末には催幻覚物質psilocybin
を含有する「マジックマッシュルーム」が、また

2005～2007年には、serotonin骨格から派生した

tryptamine誘導体である5-Meo-DIPT（5-
methoxy-N,N-diisopropyltryptamine）
（Matsumoto & Okada, 2006）や、2C-T-7や2C-
T-4などの2Cシリーズとして知られる

phenethylamine系物質（Miyajima et al, 2008）が

問題化したが、いずれも法規制により、これらの薬

物の乱用は急速に鎮静化されている。 
とはいえ、近年問題化している脱法ドラッグの場

合、これまでと同様の対策が困難である事情があ

る。当初、ハーブ系の脱法ドラッグの場合、大麻に

含まれるΔ9-THC（tetrahydrocannabinol）に類似

した合成カンナビノイドが、そしてパウダー系やリ

キッド系の場合は、覚せい剤類似の薬理作用を持つ

cathinone誘導体（たとえばMDPV: 
methylenedioxypyrovalerone。現在は麻薬指定）が

含有されていると考えられてきたが、実際には、た

えずこれらの物質の化学構造式は変更されており、

未知の薬理作用を持つ成分が複数混入されている。

また、ハーブ系製品にパウダー系やリキッド系の成

分が混入されていることもまれではない（谷渕ら, 
2013）。結果として、同じ商品でも購入時期によっ

て内容成分が異なることとなり、規制すべき成分の

同定や摂取時の臨床症状の予測が非常に困難である

とともに、規制による薬物供給の低減効果が期待で

きない。おそらく今後の脱法ドラッグ乱用問題対策

は、薬物供給の低減だけでなく、薬物需要の低減に

も力を入れていく必要があるのであろう。具体的に

は、脱法ドラッグによる健康被害に関する情報を周
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知することによる乱用防止教育の拡充であり、脱法

ドラッグ使用経験者に対する再乱用防止に向けた体

制整備である。 
しかし現状では、脱法ドラッグによる健康被害の

詳細や乱用者の心理社会的特徴など、乱用防止教育

や再乱用防止治療に資する基礎的情報の蓄積は十分

とはいえない。すでに我々（谷渕ら, 2013）は、歴

史的に一貫してわが国最大の乱用薬物である覚せい

剤（Matsumoto et al, 2002）の乱用患者との比較か

ら、脱法ハーブ乱用患者の心理社会的特徴として、

「学歴が高く、犯罪歴を持つ者が少ない」、あるい

は、「薬物使用以前に精神科治療歴を持つ者が多

く、自己治療的意図からの薬物使用が疑われる」と

いった特徴を報告しているが、その調査にはパウダ

ー・リキッド系の患者が含まれておらず、また、覚

せい剤と比べて精神病惹起危険性が高いのかどうか

という検討もなされていない。 
また、対策にあたっては、わが国では脱法ドラッ

グと同じく「規制されていない薬物」に分類され

る、睡眠薬・抗不安薬の乱用患者との相違点や共通

点に関する情報も必要である。すでに我々（松本ら, 
2011）は、睡眠薬・抗不安薬乱用患者は、「覚せい

剤乱用患者に比べて女性が多く、犯罪歴や暴力団と

の関係を持つ者が少ない」、「依存症候群が多く、

精神病性障害が少ない」、あるいは、「覚せい剤乱

用患者のように刺激希求や仲間からの誘惑ではな

く、不眠や不安と要った苦痛を緩和する意図から薬

物使用におよぶ者が多い」ことを明らかにしてい

る。しかし、これと同様の特徴が、同じく規制され

ない薬物である脱法ドラッグの乱用患者に認められ

るのかは不明である。 
以上の問題意識から、今回我々は、脱法ドラッグ

関連障害（designers drugs-related disorder; 
DDRD）患者の臨床的特徴を明らかにすることを目

的として、2012年病院調査のデータを用いて、覚せ

い剤関連障害（methamphetamine-related 
disorder; MARD）患者および睡眠薬・抗不安薬関連

障害（hypnotics/anxiolytics-related disorder; 
HARD）患者との比較を行った。 

 

 
Ｂ．研究方法 

 
1. 病院調査について 
本研究の対象について述べる前に、母体である

2012年病院調査の対象と方法の概要を説明しておき

たい。 
1) 調査対象施設: 2012年調査の対象施設は、全

国の精神科病床を有する医療施設で、内訳は国立病

院・国立病院機構46施設、自治体立病院136施

設、大学病院83施設、そして民間精神病院1,344
施設の計1,609施設であった。 

2) 調査対象症例の条件: 調査対象症例は、2012
年9月～10月の2ヶ月間に対象施設に入院もしく

は外来受診した全薬物関連障害患者（ICD-10の

「F1: 精神作用物質使用による精神および行動の障

害」の診断に該当する患者のうち、臨床上最も問題

となっている精神作用物質がアルコール以外の者）

である。 
3) 情報収集の方法: 調査に先立ち、各対象施設

に調査に関する案内文書を送付し、院内の適切な場

所に掲示して患者に周知したうえで、原則として担

当医による面接を通じて情報を収集した。面接を実

施する際には口頭で同意を取得したが、面接可能な

状態であり、かつ、調査への協力を拒否する症例の

場合には、「調査への協力拒否」として、情報収集

はせずに該当例数のみの報告を求めた。また、該当

症例が未成年者である場合、あるいは、すでに退院

してしまったり、病状が不安定であったりといった

理由により面接困難な場合は、担当医が診療録から

調査項目に該当する情報を転記することとし、この

場合、同意取得は不要とした。以上の手続きにより

記入された調査票は、郵送もしくはファックスによ

って筆頭著者のもとに集められ、分析された。 
4) 調査項目について: 調査項目は、従来と同

様、人口動態学的データ（性別、年齢）、最終学

歴、就労状況、現在の配偶関係、反社会的な交友関

係や犯罪歴、各種薬物の生涯使用経験と最近1年以

内の使用状況、現在における「主たる薬物」の種

類、使用動機、入手経路、薬物使用に関する ICD-
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10 F1下位分類、併存精神障害に関する ICD-10分

類といったものであり、いずれも項目についても、

各担当医が調査面接から得た情報とこれまでの診療

情報とを総合して判断し、回答した。 
本調査における「主たる薬物」とは、調査票を記

載する各担当医が「現在治療中の臨床的問題に最も

影響を与えていると思われる薬物）」を指し、以下

のようなカテゴリーを設定した。すなわち、覚せい

剤、有機溶剤、大麻、コカイン、ヘロイン、

MDMA、MDMA以外の催幻覚薬、脱法ドラッ

グ、睡眠薬・抗不安薬、鎮痛薬、鎮咳薬、リタリ

ン、その他、多剤である。なお、ここでいう「多

剤」とは、現在治療中の臨床的問題に影響を与えて

いる薬物が複数存在し、しかもそのいずれもが同等

の影響をおよぼしている場合に選択するカテゴリー

である。 
5) 病院調査で収集された薬物関連障害症例: 

2012年の病院調査では、対象施設1,609施設のう

ち1,136施設（70.6%）より回答が得られた。調査

実施期間に受診ないしは入院が報告された薬物関連

障害症例数は計1,161例であり、うち877例から

面接調査への協力に同意が得られ、情報収集がなさ

れた。しかし、性別、年齢、もしくは主たる薬物に

関する情報が欠損している症例が29例あり、残る

848例（男性602例、女性246例: 平均年齢［標準

偏差］, 38.3［12.2］歳）を2012年病院調査にお

ける薬物関連障害症例とした。 
 
2. 本研究の対象 
本研究では、上述した2012年病院調査薬物関連

障害症例から、主たる薬物が脱法ドラッグである者

（DDRD）138例、覚せい剤である者（MARD）

356例、睡眠薬・抗不安薬である者（HARD）128
例を抽出した。さらに、これら3種の薬物関連障害

症例群のなかから、それぞれの主たる薬物について

「最近1年以内に使用（睡眠薬・抗不安薬の場合に

は乱用ないしは不適切な使用）がある者」を抽出し

た。これは、調査項目に関する想起バイアスをでき

るだけ少なくし、最近における薬物乱用の実態を反

映するためである。その結果、DDRD症例137

例、MARD症例158例、HARD症例115例が対

象候補者として抽出された。このうち、後述する解

析に用いた変数のすべてについてデータ欠損のない

症例は、DDRD症例126例（91.9%）、MARD症

例138例（87.3%）、HARD症例86例（74.8%）

であった。これらをそれぞれ「DDRD群」、

「MARD群」、「HARD群」と名づけ、最終的な

解析の対象とした。対象抽出プロセスの詳細は図1
に示した。 

 
3. 分析に用いた変数 
本研究では、病院調査で収集した情報のうち、

先行研究においてDDRD患者とMARD患者（谷

渕ら, 2013）、あるいは、HARD患者とMARD
患者との弁別に有効であると指摘されている変数

（松本ら, 2011）を用いた。 
1) 人口動態的変数: 年齢、ならびに生物学的性

別 
2) 生活歴に関する変数: 学歴（高校中退以下

か、高校卒業以上か）、暴力団との関係の有無 
3) 薬物使用の理由: 全国病院調査では、以下の

11のカテゴリーからなる、主たる薬物を使用した

理由に関する情報が、複数回答可として収集され

ている。そのカテゴリーとは、「誘われて・断り

切れずに」、「刺激を求めて・好奇心から」、

「自暴自棄になって」、「覚醒効果を求めて」、

「疲労の軽減」、「性的効果を求めて」、「スト

レス解消」、「抑うつ気分の軽減」、「不安の軽

減」、「不眠の軽減」、「やせるため」である。

本研究では、このうち、先行研究（松本ら, 
2011）において、睡眠薬・抗不安薬関連障害と覚

せい剤関連障害患者において顕著に異なるとされ

る、「誘われて・断り切れずに」、「刺激を求め

て・好奇心から」、「不安の軽減」、「不眠の軽

減」という 4つのカテゴリーに関する情報を用い

た。 
4) ICD-10 F1診断下位分類: 病院調査で収集し

た各症例のF1下位分類のカテゴリー（F1x.0急性

中毒～F1x.8他の精神および行動の障害）のう

ち、薬物関連障害臨床で遭遇頻度が高いと考えら
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れる 4つのカテゴリー（「F1x.0急性中毒」、

「F1x.1有害な使用」、「F1x.2依存症候群」、

「F1x.5精神病性障害」）を用い、症例の臨床場

面の中心的な状態像を反映する指標とした。 
 
4. 統計学的解析 
本研究では、まずDDRD群、MARD群、

HARD群の 3群間において、上述した人口動態的

変数、生活歴に関する変数、薬物使用の理由、

ICD-10 F1診断下位分類に関する比較を行った。

その際、量的変数の 3群間比較にはANOVAを、

質的変数の 3群間比較にはPearsonの χ2検定を

それぞれ用いた。 
さらに、DDRD群、MARD群、HARD群とい

う 3つのカテゴリーを従属変数とし、上述した人

口動態的変数、生活歴に関する変数、薬物使用の

理由、ICD-10 F1診断下位分類を独立変数とし

て、多項ロジスティック回帰分析による 2変量お

よび多変量解析を行った。統計学的解析には、

SPSS ver17.0 for Windowsを用い、いずれの解析

においても両側検定で 5%未満の水準を有意とし

た。 
 
（倫理面への配慮） 
本研究は、独立行政法人国立精神・神経医療研

究センター倫理委員会の承認を得て実施された

（承認番号A2012-034）。 
 
 

Ｃ．研究結果 

 
表 1に、DDRD群、MARD群、HARD群の3

群間における比較の結果を示す。表からも明らか

なように、年齢、性別、学歴、暴力団との関係、

薬物使用の理由に関するに 4つのカテゴリーすべ

てに関して有意差が認められた（いずれも

P<0.001）。さらに、ICD-10 F1診断下位分類に

ついては、F1x.2依存症候群に関しては有意差が

認められなかったものの、F1x.0急性中毒

（P=0.006）、F1x.1有害な使用（P<0.001）、

F1x.5 精神病性障害（P<0.001）では、3群間で

有意差が認められた。 
表 2に、多項ロジスティック回帰分析による 2

変量および多変量解析の結果を示す。表は、

DDRD群を参照カテゴリーに設定し、MARD群

およびHARD群との差異を明確にする独立変数の

調整済みオッズ比とその 95%信頼区間を表してい

る。 
まず 2変量解析では、MARD群とDDRD群の

弁別に有意に影響する独立変数として、年齢

（P<0.001: 調整済みオッズ比［95%信頼区間］, 
1.13［1.10-1.17］）、性別（P<0.001: 0.25
［0.13-0.48］）、学歴（P<0.001: 3.74［2.27-
6.17］）、暴力団との関係（P<0.001: 12.18
［5.94-24.96］）、薬物使用の理由／刺激を求め

て・好奇心から［P=0.048: 0.62［0.39-1.00］］、

F1x.0急性中毒（P=0.002: 0.25［0.10-0.60］）、

F1x.1有害な使用（P<0.001: 0.13［0.04-
0.39］）、F1x.5精神病性障害（P=0.043: 0.61
［0.38-0.98］）が抽出された。また、HARD群と

DDRD群の弁別に影響する独立変数は、年齢

（P<0.001: 1.13［1.09-1.17］）、性別（P<0.001: 
0.07［0.04-0.14］）、学歴（P=0.048: 0.053
［0.28-1.00］）、薬物使用の理由／誘われて・断

り切れずに（P=0.001: 0.04［0.00-0.28］）、薬物

使用の理由／刺激を求めて・好奇心から

（P<0.001: 0.03［0.01-0.09］）、薬物使用の理由

／不安の軽減（P<0.001: 9.25［5.08-16.84］）、

薬物使用の理由／不眠の軽減（P<0.001: 19.85
［9.18-42.91］）、F1x.0急性中毒（P=0.032: 
0.39［0.17-0.92］）、F1x.1有害な使用

（P=0.007: 2.29［1.26-4.16］）、F1x.5精神病性

障害（P<0.001: 0.03［0.01-0.11］）となった。 
次に多変量解析では、MARD群とDDRD群と

の弁別に有意に影響する独立変数は、年齢

（P<0.001: 1.17［1.11-1.22］）、性別（P<0.001: 
0.08［0.03-0.23］）、学歴（P=0.001: 3.66
［1.71-7.85］）、暴力団との関係（P<0.001: 
10.22［3.88-26.95］）、F1x.1有害な使用

（P=0.004: 0.11［0.02-0.48］）、F1x.5精神病性
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障害（P=0.044: 0.44［0.20-0.98］）であった。こ

の結果は、MARD群が、DDRD群に比べて有意

に年齢が高く、女性が多く、学歴が低く、暴力団

との関係を持つ者が多く、F1診断下位分類におい

て、「有害な使用」と「精神病性障害」の該当者

が少ないことを示している。 
一方、HARD群とDDRD群との弁別に有意に

影響する独立変数は、年齢（P<0.001: 1.15［1.08-
1.22］）、性別（P<0.001: 0.05［0.02-0.17］）、

薬物使用の理由／誘われて・断り切れずに

（P=0.044: 0.04［0.00-0.92］）、薬物使用の理由

／刺激を求めて（P=0.001: 0.07［0.02-0.37］）、

薬物使用の理由／不安の軽減（P=0.013: 3.86
［1.32-11.28］）、薬物使用の理由／不眠の軽減

（P=0.013: 11.20［2.53-49.58］）、F1x.5精神病

性障害（P=0.001: 0.05［0.01-0.27］）であること

が明らかにされた。この結果は、HARD群は、

DDRD群に比べて、有意に年齢が高く、女性に多

く、薬物使用の理由が「誘われて・断り切れず

に」もしくは「刺激を求めて」である者が少な

く、「不安の軽減」もしくは「不眠の軽減」であ

る者が多く、F1診断下位分類において、「精神病

性障害」の該当者が少ないことを示している。 
 
 

Ｄ．考察 

 
本研究は、DDRD患者の臨床的特徴を、歴史的

に一貫してわが国最大の薬物乱用者の一群である

MARD患者、ならびに、DDRD患者と同様に司

法的対応の埒外にあるHARD患者との比較におい

て検討したものである。そして多変量解析の結

果、DDRD患者は、MARD患者およびHARD患

者とはいくつかの点で異なる特徴を持っているこ

とが明らかにされた。 
本研究ではまず、DDRD患者は、MARD患者

とHARD患者のいずれよりも若年であり、しかも

男性の割合が多いという特徴が確認された。すで

に松本ら（2011）は、MARD患者はHARD患者

に比べて圧倒的に男性が多いと報告しており、こ

のことは本研究でも確認された。しかし本研究で

は、DDRD患者は、そのMARD患者よりもさら

に男性の占める割合が高かったのである。また本

研究では、DDRD患者はMARD患者よりも学歴

が高く、暴力団との関係を持つ者が少なく、その

ような生活背景はむしろHARD患者と共通したも

のであることも確認された。このことは我々の先

行研究（谷渕ら, 2013）と一致する知見である。

以上より、脱法ドラッグの乱用は、若年男性、そ

れも反社会的ではない、比較的一般的な生活背景

を持つ層を中心に広がっている可能性が示唆され

た。このことは、脱法ドラッグの登場により新た

な薬物乱用層を作り出されたことを意味するのか

もしれない。 
本研究では、DDRD患者が薬物を使用するの

は、「不眠や不安といった苦痛を緩和する」とい

った自己治療的意図によるものではなく、「刺激

・快楽希求」の目的、あるいは「仲間からの誘

惑」といった理由によることも確認された。この

ことは、同じく法令による規制を受けない薬物で

も、脱法ドラッグを乱用する者と、本来治療薬で

ある睡眠薬・抗不安薬を乱用する者とでは、薬物

使用の動機・理由が異なっていることを示してい

る。DDRD患者の場合には、むしろMARD患者

と同様の理由から薬物を使用していると考えるべ

きかもしれない。これは、先行研究における我々

（谷渕ら, 2013）の推測とは矛盾している。我々

は、DDRD患者のなかでも特に脱法ハーブの関連

障害患者とMARD患者との比較から、脱法ハー

ブ関連障害患者では薬物使用開始以前に精神科治

療歴を持つものが多かったことから、薬物使用の

動機として、先行して発症した精神障害の症状に

対する一種の「自己治療 self-medication」
（Khantzian, 1990）の意図があった可能性を推

測している。この矛盾は、二つの研究の対象の違

いによるものと考えられる。我々の先行研究は、

単一施設における薬物依存症専門外来の通院患者

を対象としており、患者の多くは自発的治療意欲

をもって受診している。一方、本研究の対象は、

入院病床を持つ全国の精神科医療機関の通院・入
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院した薬物関連障害患者であり、精神病性障害の

治療のために非自発的入院治療を余儀なくされた

患者も含まれている。その意味では、先行研究

は、薬物関連障害患者のなかでも特殊な一群を対

象とした知見であり、本研究の結果の方がDDRS
患者の一般的な傾向を反映している可能性があ

る。 
本研究では、DDRD患者は、MARD患者と

HARD患者のいずれよりも、「精神病性障害」の

該当者が多いという特徴も確認された。この結果

は脱法ドラッグが持つ精神病惹起危険性について

重要な示唆を含んでいるように思われる。DDRD
患者においてHARD患者よりも多くの「精神病性

障害」該当者が存在するという結果は、睡眠薬・

抗不安薬の薬理作用を考えれば当然といえたが、

従来、強力な精神病惹起作用を有するはずの物質

を使用しているMARD患者よりも、DDRD患者

の方が「精神病性障害」該当者が多いというの

は、意外であった。このことを説明するものとし

て以下の二つの可能性が考えられる。一つは、脱

法ドラッグが覚せい剤をしのぐ強力な精神病惹起

危険性を持っているという可能性である。その傍

証としては、すでに述べたように、米国では、脱

法ドラッグは cocaineやmethamphetamineより

も危険という指摘がなされていることがあげられ

よう（Slomski, 2012）。もう一つは、脱法ドラッ

グの場合、違法薬物である覚せい剤とは異なり、

単純に使用しただけでは事例化しにくく、派手な

精神症状が出現してはじめて事例化する傾向があ

るという可能性である。なお、現時点ではこれら

二つのいずれの可能性がより妥当であるかを判断

することはできない。というのも、本研究はあく

までも精神科医療にアクセスした乱用者を対象と

した調査にもとづいたものであり、そもそも脱法

ドラッグの内容成分は商品によって様々に異な

り、精神症状を引き起こす責任物質に関する知見

も不十分であることから、考察にあたっての補助

的情報が不足しているからである。 
本研究ではまた、DDRD患者における「依存症

候群」該当者の割合はMARD患者やHARD患者

と差がないという結果も得られた。この結果は、

脱法ドラッグも覚せい剤や睡眠薬・抗不安薬と同

様、「依存症候群」を引き起こすだけの危険性が

あることを示している。また、DDRD患者は、

MARD患者よりも「有害な使用」該当者が高率で

あった。ICD-10における「有害な使用」という概

念は原則として「依存症候群」とは相互排除的な

診断カテゴリーであることを考慮すると、この結

果は、たとえ依存症候群水準にまで至らない使用

様態の場合でも、精神病性障害などの健康被害が

引き起こす可能性があることを示唆しているかも

しれない。 
近年、脱法ドラッグの影響下における無謀運転

による事故、あるいは暴力や自傷・自殺に関する

報道が後を絶たない。こうした報道を見るだけで

も、脱法ドラッグが人の精神状態や行動に与える

深刻な影響がうかがわれるが、本研究はそのこと

の一端を学術的に証明したものとしての意義があ

る。このような状況に対して、すでに政府は包括

規制などの取り締まり対策の強化を行っている

が、筆者らの臨床実感では、依然として薬物依存

専門外来には多数のDDRD患者が受診しつづけて

おり、少なくとも現時点では目に見える効果を発

揮しているとはいいがたい。規制方法の再検討に

加え、治療体制の整備などが喫緊の課題といえよ

う。 
最後に本研究の限界について触れておきたい。

本研究の限界はいくつかあるが、主要なものは以

下の四点である。第一に、本研究は精神科医療機

関に受診・入院した薬物関連障害患者を対象とし

たものであり、地域にある薬物乱用者全体の特徴

を反映したものではない。したがって、本研究の

結果をただちに一般化することには慎重さが必要

である。第二に、本研究の解析に用いた情報は、

各調査実施施設で薬物関連障害症例の治療を担当

した医師によって収集されたものである。したが

って、個々の医師の判断基準にばらつきが存在し

た可能性、ならびに、治療場面において患者の申

告バイアスが混入した可能性は除外できない。第

三に、本研究では、ハーブ系、パウダー系、リキ
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ッド系の 3種を一括して「脱法ドラッグ」と捉え

ているが、その内容成分には様々な相違があるこ

とから、このように一括することの妥当性の問題

がある。そして最後に、本研究では、適切な多変

量解析のモデルを作るために、解析の対象とする

変数を必要最小限に絞り込んでおり、その結果、

併存障害や家族背景、就労状況などに関する変数

を含めた解析を行っていないことである。 
以上の限界にもかかわらず、本研究は、近年わ

が国で問題となっている脱法ドラッグの乱用者に

ついて、わが国で歴史的に一貫して問題であった

乱用薬物である覚せい剤の乱用者、ならびに、法

令されていないという点で脱法ドラッグと共通点

を持つ睡眠薬・抗不安薬の乱用者との比較を通じ

て、その臨床的特徴を検討した最初の研究とし

て、重要な臨床的および社会的意義がある。 
 
 

Ｅ．結論 

 
本研究では、2012年病院調査のデータベース

を用いて、DDRD患者の臨床的特徴を、MARD
患者とHARD患者との比較を通じて検討した。そ

の結果、DDRD患者はMARD患者・HARD患者

に比べて若年かつ男性が多いという特徴が認めら

れた。また、生活背景についてはHARD患者との

共通していた一方で、薬物使用の理由については

むしろMARD患者との共通していた。さらに、

DDRD患者は、MARD患者よりも ICD-10 F1診

断における精神病性障害と有害な使用に該当する

者が多かった。以上より、脱法ドラッグはわが国

に新たな若年薬物乱用層を作り出した可能性があ

り、覚せい剤を上回る強力な精神病惹起危険性を

有している可能性も危惧される。脱法ドラッグの

乱用防止および再乱用防止に向けた緊急の対策が

必要であると考えられる。 
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DDRD MARD HARD
N=126 N=138 N=86

平均 27.9 39.3 37.6
SD 7.9 10.6 14.1

性比率（男性比率） Frequency 114 98 36
% 90.5% 71.0% 41.9%

教育（高校中退以下） Frequency 40 87 18
% 31.7% 63.0% 20.9%

反社会的集団とのかかわり Frequency 9 69 6

% 7.1% 50.0% 7.0%
Frequency 24 32 1
% 19.0% 23.2% 1.2%
Frequency 63 56 3
% 50.0% 40.6% 3.5%
Frequency 21 17 55
% 16.7% 12.3% 64.0%
Frequency 9 3 48
% 7.1% 2.2% 55.8%
Frequency 21 7 7
% 16.7% 5.1% 8.1%
Frequency 21 4 22
% 16.7% 2.9% 25.6%
Frequency 74 85 62
% 58.7% 61.6% 72.1%
Frequency 57 47 3
% 45.2% 34.1% 3.5%

F1x . 2 依存症候群

DDRD, designer drugs-related disorder
MARD, methamphetamine-related disorder
HARD, hypnotics/anxiolytics-related disorder

4.157 2 0.125

F1x . 5 精神病性障害 43.279 2 <0.001

ICD-10 F1下位診断分類

F1x . 0 急性中毒 10.276 2 0.006

<0.001

F1x . 1 有害な使用 25.224 2 <0.001

薬物使用の理由

仲間から誘われて／断り切れずに 19.954 2 <0.001

刺激を求めて／好奇心から 51.982 2 <0.001

不安の緩和するために 82.298 2 <0.001

不眠を緩和するために 121.184 2

生活背景に関する変数

46.331 2 <0.001

84.438 2 <0.001

人口動態的変数

年齢（歳） 41.296 2, 347 <0.001

58.505 2 <0.001

表1: DDRD、MARD、ならびにHARDの3群間における人口動態的変数、生活背景、薬物使用理由、ICD-10 F1下位診断分類の比較

主たる薬物の分類

F/χ2 自由度 P
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Lower limit Upper limit Lower limit Upper limit
MARD Intercept - - - - - - -3.02 11.46 0.001 - - -
N=138 年齢 0.13 64.07 <0.001 1.13 1.10 1.17 0.15 39.62 <0.001 1.17 1.11 1.22

性比率（男性比率）
b -1.40 16.90 <0.001 0.25 0.13 0.48 -2.51 23.11 <0.001 0.08 0.03 0.23

教育（高校中退以下）
c 1.32 26.70 <0.001 3.74 2.27 6.17 1.30 11.20 0.001 3.66 1.71 7.83

反社会的集団とのかかわり
d 2.50 46.64 <0.001 12.18 5.94 24.96 2.33 22.09 <0.001 10.22 3.88 26.95

薬物使用の理由／誘われて、断り切れずに
d 0.22 0.57 0.450 1.25 0.70 2.20 0.34 0.40 0.525 1.41 0.49 4.07

薬物使用の理由／刺激を求めて、好奇心から
ｄ -0.47 3.90 0.048 0.62 0.39 1.00 -0.70 3.04 0.081 0.50 0.22 1.09

薬物使用の理由／不安を緩和するために
d -0.38 1.21 0.271 0.68 0.34 1.35 -0.39 0.57 0.451 0.68 0.24 1.88

薬物使用の理由／不眠を緩和するために
d -1.27 3.52 0.061 0.28 0.07 1.06 -1.46 2.43 0.119 0.23 0.04 1.46

F1x . 0 急性急毒
d -1.40 9.58 0.002 0.25 0.10 0.60 -0.52 0.81 0.367 0.59 0.19 1.85

F1x . 1 有害な使用
d -2.03 13.35 <0.001 0.13 0.04 0.39 -2.26 8.51 0.004 0.11 0.02 0.48

F1x . 2 依存症候群
d 0.01 0.00 0.956 1.01 0.64 1.62 -0.14 0.12 0.732 0.87 0.38 1.97

F1x. 5 精神病性障害
d -0.49 4.10 0.043 0.61 0.38 0.98 -0.82 4.05 0.044 0.44 0.20 0.98

HARD Intercept - - - - - - -3.22 6.77 0.009 - - -
N=86 年齢 0.12 56.97 <0.001 1.13 1.09 1.17 0.14 22.344 <0.001 1.15 1.08 1.22

性比率（男性比率）
b -2.66 58.41 <0.001 0.07 0.04 0.14 -2.94 23.32 <0.001 0.05 0.02 0.17

教育（高校中退以下）
c -0.64 3.91 0.048 0.53 0.28 1.00 0.20 0.12 0.727 1.22 0.40 3.73

反社会的集団とのかかわり
d -0.36 0.44 0.505 0.70 0.25 1.99 -0.37 0.18 0.669 0.69 0.13 3.73

薬物使用の理由／誘われて、断り切れずに
d -3.28 10.22 0.001 0.04 0.00 0.28 -3.28 4.05 0.044 0.04 0.00 0.92

薬物使用の理由／刺激を求めて、好奇心から
ｄ -3.58 34.43 <0.001 0.03 0.01 0.09 -2.60 10.16 0.001 0.07 0.02 0.37

薬物使用の理由／不安を緩和するために
d 2.22 52.99 <0.001 9.25 5.08 16.84 1.35 6.11 0.013 3.86 1.32 11.28

薬物使用の理由／不眠を緩和するために
d 2.99 57.73 <0.001 19.85 9.18 42.91 2.42 10.14 0.001 11.20 2.53 49.58

F1x . 0 急性急毒
d -0.93 4.59 0.032 0.39 0.17 0.92 -0.31 0.17 0.678 0.73 0.17 3.17

F1x . 1 有害な使用
d 0.83 7.38 0.007 2.29 1.26 4.16 0.76 0.74 0.390 2.15 0.38 12.22

F1x . 2 依存症候群
d 0.35 1.80 0.179 1.43 0.85 2.39 0.82 1.29 0.255 2.27 0.55 9.30

F1x. 5 精神病性障害
d -3.36 30.38 <0.001 0.03 0.01 0.11 -3.02 11.91 0.001 0.05 0.01 0.27

表2: 3群間の臨床的特徴関する多項ロジスティック回帰分析の結果

d Reference category is not applicable.

B Wald

DDRD, designer drugs-related disorder
MARD, methamphetamine-related disorder
HARD, hypnotics/anxiolytics-related disorder
Note: Bold characters indicate a significance probability of less than 0.05. OR=odds ratio, CI=confident interval
a Reference category is DDRD (n=126).
b Reference category is female. 
c Reference category is high school graduate or above.

Independent variable主たる薬物
a

2変量解析 多変量解析

P
Adjusted

OR
 95% CIAdjusted

OR
 95% CI B Wald P
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